
４　本厚木駅周辺の安全と魅力づくりにチャレンジ
（第2期　平成19（2007）年度～平成20（2008）年度）

（1）犯罪は減っても、体感治安は悪化
　事件事故の予防対策（第１期）の効果もあり刑法犯認
知件数は平成17（2005）年には5,165件と平成13（2001）
年ピーク時と比べ1,998件（27.9%）減少した。
　しかし、犯罪は減少傾向にあるにもかかわらず、平成
17（2005）年度に実施した体感治安改善の目安となる市
民意識調査では、５年前と比べ悪くなったと回答した方
が54.2%と、平成13（2001）年度と比べ11.4ポイント増
加した。（図－３）

ピンクチラシの配布、風俗店への勧誘・斡旋をするカラ
ス族と呼ばれる客引き、違法駐車などの迷惑行為が急激
に増加し、一部の来街者からは「ミニ歌舞伎町」と呼ば
れていた。

（※４）�　新宿歌舞伎町では、平成16（2004）年に「歌舞伎町対
策推進会議」を立ち上げ、平成17（2005）年には「歌舞
伎町ルネッサンス推進協議会」を発足するなど、繁華街
対策を強力に推進した。

（※５）�　横浜市伊勢佐木町では、平成15（2003）年に「長者町・
福富町等地域環境浄化特別対策推進委員会」を結成、平
成17（2005）年には神奈川県警が「歓楽街総合対策バイ
バイ作戦推進本部」を設置、平成18（2006）年「関内・
関外地区歓楽街再生総合対策推進委員会」を設置するな
ど、違法風俗追放運動を強力に進めていた。

（※６）�　ＪＲ町田駅付近では、平成10（1998）年に「神奈川県
警による違法風俗第1次集中取締り」、平成12（2000）年
には「ＪＲ町田駅南口を明るく犯罪のない街にする連絡
調整会議」を設置。平成12（2000）年から平成15（2003）
年まで「街頭啓発活動」を強力に実施した結果、平成15

（2003）年12月には、違法風俗はほぼ全店閉店となった。

【写真－3　セーフティベスト着用運動による愛の目運動】

【図－３　刑法犯認知件数と体感治安との関係①】

7163
6340

5165

3 3 4.4

42.8

54 54.2

0

10

20

30

40

50

60

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2001
>&�¹�B 13�º>'

2003
>&�¹�B 15�º>'

2005
>&�¹�B 17�º>'

�.�2"b1� %±�ó�X ,��C�^�W �S�\�G 'Å�K�S �m�œ

�O�C�^�W�S�\�G 'Å�K�S �m�œ

���ó�@

（2）大都市を追われた違法な性風俗店等はどこへ行く
　その頃、本厚木駅から50分程度で行ける新宿歌舞伎町

（※４）や、横浜伊勢佐木町（※５）、20分程度で行ける
ＪＲ町田駅周辺（※６）の繁華街では、迷惑・違法行為
の撲滅を強力に推進していた。
　大都市における繁華街対策との因果関係は不明である
が、本厚木駅周辺では、違法な性風俗店やその客引き、

（3）まちのマイナスイメージを排除！
　何が体感治安を低下させているのかを調査した結果、
若者のたむろ、ピンクチラシラの配布や掲示、客引き、
違法駐車、落書き、ごみの散乱、放置自転車（写真－４・
図－４）などの「迷惑行為」や、「街の暗がり」などが
来街者に「無秩序」と感じさせ、街の魅力を低下させて
いた。
　そこで、まちのマイナスイメージ（「怖い」「危ない」

「汚い」）を排除し、街の魅力づくり（プラスイメージの
創出）を同時に推進する必要があった。
　そのため、連携協働の場として、繁華街の空き店舗を
利用した「セーフティステーション番屋（※７・写真－
５）」と「にぎわい処（※８・写真－５）」を平成19（2007）
年７月13日に同一施設内にオープンさせた。

【写真－4　放置自転車対策】

29

市民協働による生活安全活力の再生と魅力あるまちづくり　～“セーフコミュニティ” で「安心」「安全」「元気」なまちを！～

日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.10（1）　2017



（※７）�　セーフティステーション番屋は、本厚木駅周辺環境浄
化対策協議会などによる地域安全活動の拠点。いわゆる
民間交番である。本厚木駅周辺環境浄化対策協議会は、
地元自治会や商店会など21団体で組織され、繁華街の体
感治安の向上を目指す組織である。

� （平成18（2006）年４月26日発足）
（※８）�　にぎわい処は、市街地の空き店舗や商業設の情報の収

集・提供の場、市街地にぎわい懇話会など、にぎわい創
出活動を支援する場である。（平成19（2007）年７月13日
開設、平成26（2014）年３月31日閉鎖）市街地にぎわい
懇話会は中心市街地のにぎわい創出に向け、商業者や学
校関係者など約40人で組織されている。

� （平成19（2007）年7月24日発足）
（※９）�　禁止区域とは、厚木市自転車の放置防止に関する条例

（昭和59（1984）年６月26日条例第15号）に基づき本厚木
駅周辺の公共の場に自転車が放置されることを禁止して
いる区域をいう。

（※10）�　図－４は、禁止区域内の放置自転車の多い20箇所を指
定し、毎日午後２時に指定した20個所に放置されている
自転車を１年間調査した１日当たりの平均値である。

日中厚木で過ごせる街」を目指した。
　第３回Ｂ－１グランプリ久留米大会［平成20（2008）
年11月１～２日開催］おいて優勝した「厚木のシロコロ
ホルモン（写真－６）」もここから発信されたのである。

５　世界基準の安心・安全なまちづくり
「セーフコミュニティ」

（1）体感治安不安感の改善
　平成14（2002）年度から第1期「事件事故の予防対策」、
平成19（2007）年度から第2期「繁華街環境浄化対策」
などを推進してきた結果、平成19（2007）年刑法犯認知
件数（図－2）3,773件と平成13（2001）年と比較して3,390
件（47.3%）減少した。
　体感治安改善の目安となる市民意識調査では、平成
19（2007）年には「良くなった」が9.5%［平成17（2005）
年比較プラス5.1ポイント］、「悪くなった」が36.4％［平
成17（2005）年比較マイナス17.8ポイント］と改善された。
　しかしながら、依然体感治安不安感は高いポイントを
維持していた。（図－５）
（2）セーフコミュニティ国際認証への挑戦
　平成19（2007）年に開催された「京都セーフコミュニ

【図－4　禁止区域内（※９）放置自転車の状況（※10）】

【写真－5　「セーフティステーション番屋」と「にぎわい処」】 　【写真－6　厚木名物「シロコロホルモン」】

（4）街の魅力づくり
　市街地にぎわい懇話会ではにぎわい創出に向け「小江
戸あつぎ」「芸術文化」「食文化発信」の三つを軸に「一
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ティシンポジウム」に厚木市が参加したのをきっかけ
として、セーフコミュニティに関する調査研究を開始し
た。
　これまでは、防犯や防災、交通安全、高齢者対策など
個々に対策を講じていたが、セーフコミュニティにおい
ては組織を超えた横断的な連携により、コミュニティの
安全活力と信頼と絆の強化を図り、市民の安全意識の高
揚と事件事故の予防や環境改善を推進するなど、厚木市
の安心・安全に対する考え方が一変した。
　平成20（2008）年１月小林常良厚木市長がセーフコ
ミュニティ認証取得を目指すことを宣言し、同年４月に
は新たに担当課を設け認証取得に向けての挑戦がスター
トした。
　国内における先進事例は平成20（2008）年３月に国内
で初めて認証を取得した京都府亀岡市、すでに厚木市よ
り先行して取組を進めている青森県十和田市の2例しか
なく、新たな取組は未知の世界であり、認証に向けての
ハードルの高い戦いが始まった。
（3）セーフコミュニティとは
　平成20（2008）年に「安心・安全意識調査（図－6）
を実施した結果、「生活面での協力がある」と回答した
方は、自分の住んでいる地域が安心安全と思っている方
が多い（57.4%）。「ほとんど付き合いがない」と答えた
方は、自分の住んでいる地域が安心・安全と思っている
方は少ない（31.9%）という結果になった。（図－6）
　安心・安全意識調査（平成20（2008）年８月実施）の
結果から、近所付き合いが濃い地域や、コミュニティ活
動の活発な地域は安心・安全度が高くなる。すなわち、
人と人とのつながりが体感治安と関係あることが判明し

た。
　セーフコミュニティとは事故やけがは偶然の結果では
なく、予防できるという理念のもと、行政と地域住民な
ど多くの主体の協働により、全ての市民が安心して安全
に暮らせることができるようまちづくりを進めるもので
ある。
　これは、ＷＨＯ（世界保健機関）が「世界中の人を健
康に」という取組を進める中で、日々の生活において

「安全」が健康に大きな影響を与えることに着目したの
が始まりである。
　近年、人と人とのつながりが希薄化し、人々の不安と
孤独化が増大するというコミュニティ環境の中で、交
通事故、幼児のけが、子どもへの声かけ事案、自転車事
故、高齢者の転倒、自殺、あるいは街頭犯罪の増加など
様々な危険や不安が身の回りに多発している。
　これらの生活安全を脅かす危険や不安を取り除き、市
民一人一人の生活安全充実感の向上を実現するために
は、コミュニティの全ての安全関係者が情報を共有し、
協働して解決する必要がある。
　これを世界基準の手法（セーフコミュニティ推進協働
センターが設けている７つの指標に基づく取組）によって、
問題解決を図ろうとする画期的な取組である。（図－７）

【図－6　近所つきあいと安心・安全度の関係】

【図－5　厚木市における市民意識調査（体感治安）の経年変化】

【図－7　セーフコミュニティ認証指標】

（4）具体的な安全対策
　「セーフコミュニティ」は、その新しい発想と科学的
な手法によって、市民生活の身近な事件事故の危険につ
いて予知・予測し、全ての安全関係者が客観的なデータ
を共有し、協働して問題の解決を図ることができる。
　具体的には、事件・事故を防ぐための地域の課題が、
年齢、環境、発生場所ごとに明らかになれば、その対策
や状況に対し、個別的・具体的な対策を講ずることがで
きる。
　厚木市における傷病又は外因による死亡原因を調査し
たところ、自殺がトップで特に20歳から60歳代までに多
いことが判明した。（図－８）
　また、交通事故件数及び負傷者数では、交通事故は減
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少しているにもかかわらず、高齢者の事故件数は増加し
ている。（図－9）
　このような分析結果をもとに①「20歳から60歳代男性
の自殺」②「高齢者の交通事故」③「若年層の自転車事
故」④「小・中学生女子に対する不審者発生事案」⑤「高
齢者の転倒」をハイリスクグループとして設定した。
　また、これらのハイリスクに対処するため「暴力・自
殺の予防対策委員会」「交通安全対策委員会」「体感治安
と公共の場における安全対策委員会」「高齢者の安全対
策委員会」「子どもの安全対策委員会」「自転車生活の安
全対策委員会」「職場（労働）の安全対策委員会」「家庭
と余暇の安全対策委員会」の８つの対策委員会を設けた。
（5）主な対策委員会の取組
　ア　体感治安と公共の場における安全対策委員会
　市民協働による「事件事故の予防」、体感治安改善の
ための「環境浄化対策」、そして科学の目（※11）によ
る「セーフコミュニティ活動」を展開してきた結果、刑
法犯認知件数は、平成13（2001）年と28（2016）年を比
較すると66.7％減少、セーフコミニュティを開始した平
成20（2008）年と比較しても43.6％減少している。（図
－10）
　また、体感治安改善の目安になる市民意識調査でも、
平成27（2015）年には、「悪くなった」が平成17（2005）

年と比較して43.8ポイント減少、「良くなった」が10.7ポ
イント増加している。（図－５・11）
　 特 に、 窃 盗 犯 で は、 過 去 最 高 を 記 録 し た 平 成13

（2001）年と平成28（2016） 年を比較すると、空き巣
（80.6%減）、事務務所荒し（91.5%減）、自動車盗（89.7%
減）、オートバイ盗（83.7%減）、車上狙い（91.6%減）、
部品狙い（80.7%減）、自動販売機荒し（90.4％減）、ひっ
たくり（89.0%減）となり（図－12）、窃盗犯全体でも平
成13（2001）年の6,340件が平成28（2016）年には1,899
件と70％減少している。

（※11）�　科学の目による対策とは、Ｓ＋ＰＤＣＡサイクルによ
る対策などをいう。（Ｓ＝現状把握、Ｐ＝計画、Ｄ＝実
行、Ｃ＝評価、Ａ＝改善）

【図－8　厚木市における傷病又は外因による
死亡上位５位　（2002～2006年合計】

【図－9　厚木市における交通事故件数及び負傷者数の比較】

【図－10　厚木市刑法犯認知件数②】

【図－11　刑法犯認知件数と体感治安との関係②】

【図－12　主な窃盗犯（平成13年・平成28年比較】
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　イ　その他の対策委員会
　「交通安全対策委員会」では、市民安全指導員（※12）
等が講師になり、高齢者対象の交通安全教室を実施。
　また、これまで行ってきた交通安全教室に加え、路線
バス事業者との協働により開催するバスから見た高齢者
の危険行為等について学ぶ教室を開催したほか、交差点
の改良や交通危険個所の補修などを市に要望した。
　平成27（2015）年交通事故件数は1,020件、セーフコ
ミュニティ活動を開始した平成20（2008）年と比較する
と41.7%減少している。（図－13）

（※12）�　市民安全指導員は、警察官ＯＢを非常勤特別職として
委嘱し、青色回転灯搭載車によるパトロールや、啓発活
動、防犯・交通安全教室の開催など各種安心・安全活動
を実施する。

える。

（※13）�　危険予知トレーニング（ＫＹＴ）は、日常の生活や活
動の際にどのような危険が潜んでいるかをイラストの中
から発見し学ぶことにより、子どもたちの危険を回避す
る力を養うもの。

【図－13　厚木市における交通事故件数の推移】

　「自転車生活の安全対策委員会」では、高等学校にチ
ラシ及び啓発物品を配布し、自転車利用者の交通ルール
遵守と交通マナー向上を呼び掛けたほか、路線バス事業
者からドライブレコーダーの提供を受け、講話型のキャ
ンペーンも並行して実施。また、自転車走行環境の整備
を市に要望するとともに、自転車用ヘルメット着用運動
などを推進した。
　平成27（2015）年の自転車事故件数は223件、セーフ
コミュニティ活動開始した平成20（2008）年と比較する
と45.3%減少している。（図－14）
　「子どもの安全対策委員会」では、子どもの事故やけ
がの減少に向けて、危険予知トレーニング（※13）を広
く展開するなど、子どもの危険予知力の向上を図ってい
る。
　また、登下校時の子どもを見守る「愛の目運動」の推
進なども実施した。
　「暴力・自殺の予防対策委員会」では、相談窓口の充
実を図るとともに、街頭キャンペーンや自殺対策研修会
などを実施した。
　市民を対象に実施したアンケート調査結果によれば、
平成26（2014）年の外傷人数は22,584人、平成23年と比
較して2,312人（9.3%減）減少した。
　このような結果から総合的に評価すると、セーフコ
ミュニティの取組みの成果が着実に表れてきていると考

【図－14　厚木市における自転車事故件数の推移】

　ウ　対策委員会の見直し
　平成27（2015）年の再認証後、対策委員会の見直しを
実施した。
　その中で「家庭と余暇の安全対策委員会」は「高齢者
の安全対策委員会」や「子どもの安全対策委員会」と重
複することが多いことから廃止し、東日本大震災を踏ま
え、新たに防災対策の重要性から「防災対策委員会」を
設けた。
　また、「暴力・自殺の予防対策委員会」を「自殺の予
防対策委員会」に変更した。
（6）セーフコミュニティネットワーク
　現在、セーフコミュニティ認証を取得している都市
は、世界で29か国、373都市［平成28（2016）年10月現在］
である。
　国内では、①京都府亀岡市［平成20（2008）年３月認
証・平成25（2013）年２月再認証（※14）・世界で132番
目］　②青森県十和田市［平成21（2009）年８月認証・
平成27（2015）年２月再認証・世界で159番目］　③神奈
川県厚木市［平成22（2010）年11月認証・平成27（2015）
年11月再認証・世界で223番目］　④長野県箕輪町［平成
24（2012）年５月認証・世界で274番目］　⑤東京都豊島
区［平成24（2012）年11月・世界で296番目］　⑥長野県
小諸市［平成24（2012）年12月・世界で297番目］　⑦神
奈川県横浜市栄区［平成25（2013）年10月・世界で319
番目］　⑧大阪府松原市［平成25（2013）年11月・世界
で323番目］　⑨福岡県久留米市［平成25（2013）年12月・
世界で329番目］　⑩埼玉県北本市［平成27（2015）年２
月・世界で347番目］　⑪埼玉県秩父市［平成27（2015）
年11月・世界で363番目］　⑫鹿児島県鹿児島市［平成28

（2016）年１月・世界で366番目］　⑬滋賀県甲賀市［平
成28（2016）年２月・世界で372番目］　⑭大阪府泉大津
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市［平成28（2016）年10月・世界で373番目］の14都市
が認証されている。
　また、現在認証を目指している都市は、⑮福島県郡山
市、⑯埼玉県さいたま市となっている。
　今後は、セーフコミュニティに取り組む都市をネット
ワークで結び、これらの地域と連携・協働して安心して
安全に暮らせる社会を構築するとともに、新たに取り組
む都市への情報提供など、セーフコミュニティを国内外
へ広めるための連携強化を図っていくことが大切である
と考える。

（※14）�　「認証は、５年ごとに更新される。再認証の条件は、最
初の認証と同じである。」（国際セーフコミュニティネッ
トワークメンバーになるためのガイドライン）

≪プロフィール≫

厚木市セーフコミュニティ総合指
導員
倉持　隆雄

　昭和54（1979）年厚木市役所に
入庁。
　平成７（1995）年１月に発生し
た阪神淡路大震災直後、総務部防災対策室へ配属とな
り、「厚木市地域防災計画」の見直しを担当。
　平成14（2002）年（国内の刑法犯認知件数がピーク時）
安心安全部市民生活課市民安全担当へ配属。その後、生
活安全課長、セーフコミュニティ担当次長、地域力創造
担当部長、危機管理部長等、防災、防犯、地域コミュニ
ティ、交通安全、消費生活などの分野を歴任し、安心安
全及び危機管理部門のエキスパートとして多大に貢献。
　特に、安心安全の大きな柱の施策としてＷＨＯが推奨
する「セーフコミュニティ」に着眼し、平成22（2010）
年11月に日本で３番目の認証取得に尽力するなど、庁内
外から高い評価を得ている。
　平成26（2014）年３月厚木市役所を退職。退職後は、
総務省地域力創造アドバイザー、日本市民安全学会副
会長、厚木市セーフコミュニティ総合指導員、セーフコ
ミュニティ・シニア（上席）サポーターなど、安心・安
全分野で活躍中。
◆所属団体・役職等
・厚木市セーフコミュニティ総合指導員・総務省地域力
創造アドバイザー・日本市民安全学会副会長・セーフコ
ミュニティ・シニア（上席）サポーター（一般社団法人
日本セーフコミュニティ推進機構公認）・セーフティプ
ロモーションスクール推進員（国立大学法人大阪教育大
学学校危機メンタルサポートセンター日本セーフティプ
ロモーションスクール協議会認定）・日本セーフティプ
ロモーション学会理事・警察政策学会会員・コミュニ
ティカウンセラー （一般社団法人コミュニティ・カウン
セラー・ネットワーク（ＣＣＮ）認定）・一般社団法人
コミュニティカウンセラーネットワーク理事・元厚木市
危機管理部長

６　おわりに

　セーフコミュニティは、事故やけがは偶然の結果では
なく、予防できるという理念のもと、行政と地域住民
など多くの主体の協働により、全ての市民が安心して安
全に暮らせることができるまちづくりを進めるものであ
る。
　本市の活動を通じて、一見、安心・安全なまちづくり
に関係なさそうな「あいさつ運動（※15）」や「花いっ
ぱい運動」、そして「お祭り」や「運動会」などのコミュ
ニティ活動が、人と人をつなぎ、地域の絆や信頼感の再
生、そして地域の安心・安全感に大きな影響を与えてい
ることを感じた。
　そこに住んでいる人の意識と行動に変化が現れること
により安全力が高まり、コミュニティの信頼と絆が生ま
れ、事件・事故を生まないまちに変わりうると思う。
　そんな夢のある「人と社会」を変革するプログラムが

「セーフコミュニティ」なのである。

（※15）�　あいさつ運動は、隣近所とのつながりが希薄になって
する中。ちょっと「あいさつ」を交わすだけで親しみが
沸きコミュニティ（地域社会）」の中に連帯感が生まれ、
人と人との “つながり” が深まることなどから地域で「あ
いさつ」を広める運動である。
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　前号では、SC10年の自問自答６問の内、第１の『問１ 
SCは、日本の地域安全文化に何をもたらしたのか？（以
下、①～⑤）』の内、①②について述べた。
　①　�WHO等国際機関が提唱する「『健康（Health）・

安全（Safety）・地域（Communities）』の世界戦
略的・統合的取組み」の存在とその国際的普遍的
価値に対する気付きや学び

　②　�予防安全の考え方・手法に対する気付きや学び
（以上、前号）

　③　�科学的根拠（エビデンス）ある安全対策に対する
気付きや学び

　④　�国際指標（７指標）による「地域の安全の向上」
を体系的・組織的・包括的な社会安全システムに
対する気付きや学び

　⑤　�コミュニティ主体（オーナーシップ）という考え
方・手法に対する気付きや学び（地域の絆の「意
味と価値」の再認識、共考、協働の学習と自主的
安全創造の意義）

　本稿では、問１③「科学的根拠（エビデンス）ある安
全対策に対する気付きや学び」について述べることとし
たい。

３．SCと科学的根拠（エビデンス）ある安全対策

3－1　転倒など生活現場の身近なリスクの実態解明
3－1－1　高齢者の自宅（屋内）の転倒転落事故
　内閣府の生活環境調査（2010年）や亀岡市等の調査で
は、転倒発生場所は「居室」が最多との報告がなされ
ている。しかし、SC認証都市秩父市の調査（2008年－
2012年の救急搬送データ）では「玄関」が最多であり、
時間帯では、8時－12時、14時－16時の間に、高齢女性
の転倒が顕著に多いことが判明した。農村地帯の旧家に
は昔ながらの立派な家が多く、玄関の敷居（部屋を仕切
るために敷く横木）も高く、足を高く上げて跨がなけれ
ば越えられないほど段差がある。
　なお、秩父市では、１年以内に転倒したことがある高
齢者は22％であり、47％の人が、転倒に対する不安感を

論　　壇

もっていることが、SC活動を通じて明らかにされた。（次
の２図は、秩父市作成のスライドに、筆者が市民向け講
演用に加工したもの）

Safe Communityは、日本の安全文化に何をもたらしたのか
～SCの社会実装10年の「気付き」覚書き　その２～

石　附　　　弘
日本セーフティプロモーション学会理事

Awareness of Society Implementation of SC during past 10 years  -Part 2-
Hiroshi Ishizuki

Director of Japanese Society of Safety Promotion

（注�）段差という目で伝統的日本家屋を見ると、部屋に入るため
には、玄関土間、式台、上がりかまち（框）、地板、敷居、居
間へと多くの段差を超えなければならない構造になっている。

　スウェーデンから来た国際審査員は、「何故、秩父で
は、玄関で転倒するのか？」と不思議そうに質問をした
が、靴のまま部屋に入れる欧州の家の構造と違うことを
知らなければ、疑問に思うのは当然である。湿気の多い
日本では高床式の家、部屋と部屋の仕切りなどが合理的
であった。しかし超高齢社会になって、人生50年モデル
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から人生80年－90年モデルの新時代では、段差が転倒リ
スクの原因となってしまった。しかも玄関の床板と敷居
の色が共に黒やこげ茶で、照明も暗い。若い時は注意力
も運動神経もあり平気で跨げた敷居も、高齢になり視力
や脚力が落ちてくると、敷居そのものがリスクになる。
このように地域特性によって、また、居住者のライフス
タイルの違いによって、あるいは年齢によって、リスク
の所在や状況が異なってくる。その特徴点を踏まえた科
学的根拠ある安全対策は、SCの真骨頂であろう。
　皆、経験はしているが、誰もその実態は知らない（暗
黙知）リスクの実像が、データで客観化（形式知）し
可視化することで、皆が共通の目標をもって、地域全体
でリスク管理が可能となる。コミュニティに内在する地
域課題について、市民自らが課題解決のために主体的に
どう関わっていくのかの実践的プログラムを提示する場
合、データ分析に基づき、これを判りやすく地域全体で
情報共有することは、SCの普及のための基礎的手順で
ある。
　外傷予防という目的は、一人ひとりの安全意識の変革
とともに環境改善、また、地域全体で取り組む地域の絆
の強化があって初めて可能となる。
　また、研究成果の社会実装には、各レベル、対象ごと
に、相手が理解できるよう、専門用語の「翻訳作業」が
必要なのである。

　 コラム
　筆者が、高齢者の転倒や骨折問題の重要性につい
て、初めて耳にしたのは、2005年９月、スウェーデ
ンの首都ストックホルムにあるカロリンスカ大学
のWHO協 働 セ ン タ ー Karolinska Institutet WHO 
Collaborating Centre協働センター長のスヴァンス
ト ロ ー ム 博 士（SC生 み の 親：Leif Svanstrm M.D., 
Ph.D.Professor）であった。
　「東洋人と違って、西洋人は座高が高く転ぶと骨折
しやすい。特に大腿骨頸部骨折は、これが原因で寝
たきりなど重大な健康障害を及ぼす。人口10万人あた
り、何人が転倒骨折しているかは、その「都市の文明

度」をはかる指標になる。安全教育もあるが、それ以
上に、街中の段差など転倒しやすい環境改善が重要で
ある」と。
　当時の筆者は、恥ずかしながら「転倒骨折」など全
く関心がなかった。まして大腿骨頸部骨折といわれて
もどこだかわからない。何故、「転倒と都市の文明度」
が関係するのか？法学部出身の筆者には、チンプンカ
ンプンであったが、しかし、博士のこの言葉は、何故
か耳に残り、その後の「SC」の調査研究のバネになっ
た。
　そもそも、筆者が、「SC」という言葉を初めて耳に
したのは、2003年9月、パリの欧州交通大臣会議事務
局（ECMT）事務総長 Mr.Jack Shrt氏からであった。

「WHOから頼まれて欧州域内の交通死亡事故削減対策
のベストプラクティス調査を行ったところ、英国、オ
ランダ、スウェーデンの３か国が特に優れた施策を
行っており、そのなかでもスウェーデンの『ビジョン
ゼロ』と『SC』は、新たな試みとして注目している」
とのことであった。
　当時、WHOでは、交通事故、暴力、自殺を21世紀
の最大課題と位置づけ、これらの課題に対して公衆衛
生的アプローチ、特に、科学的根拠に基づく予防安全

（被害の未然防止対策、事故防止対策）からの積極的
取組みを行っていたのだが、日本ではほとんど紹介さ
れていなかった。何で、病気や鳥インフルエンザ（感
染症）のWHOが、道路安全の調査をするのだろうか
と。「SC」って何だろうか？
　そこで帰国後、「SC」の文献探しや専門家探しを行
い、最初に「SC」の手ほどきを受けたのが、当学会
副理事長の反町先生であった。
　思えば、転倒や骨折問題が「SC」とのお付き合い
の始まりであり、もし、あの時、スヴァンストローム
博士の一言がなかったら筆者の今はなかった。人生と
は面白いものである。

3－1－2　不慮の事故による死因第2位の転倒・転落
　因みに、超高齢社会にあって、転倒骨折は、外傷－健
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康障害－介護への道への鬼門である。専門家の話では、
大腿骨頸部骨折の高齢者の約3人に1人が外出をしなくな
り、８人に１人は要介護の状態となっているという。
　また、H27の人口動態調査（厚労省）によれば、転倒
転落の件数は7992件であり、不慮の事故では窒息に次い
で第２位にあり、交通事故より大きなっている。今やハ
イリスクの事故として、全国民的安全対策が求められて
いる。

3－2　データに関心を示す高齢者が、SC導入で誕生
3－2－1　何が問題なのか？　安全意識と環境改善の狭間
　認証NO 2の十和田市で、高齢者の転倒について意識
調査を行ったところ、当初、「転倒したのは自分の不注
意」が原因という回答が圧倒的に多かったという。
　これは、物事が上手くいかなかった場合、日本人の多
くが、不幸な結果を招いたのは、自分の注意や努力が不
足のためであると考える傾向性（自己原因責任の『思考
的文化特質』）の徴表であろう。この文化特質が、日本
社会の伝統的秩序観を形成してきたことは特記されてよ
いが、予防安全という観点からは、本当に正しい考え方
なのだろうか？
　例えば、特定の場所で10人が10人、転倒したとしよ
う。転んだ人の不注意がないわけではないが、問題の本
質は『人』よりは『場所』にある。皆が転ぶ原因を解明
し、場所の環境改善が正しい事故予防対策である。誰が
歩いても転倒するところは、人に対する安全教育（行動
変容）では限界があり、そこに行かないこと、行けない
ようにすること、行く場合には特別の歩き方など特別の
対策が必要である。

3－2－2　データによって、環境安全への気付き
　そこで十和田市では、SCの勉強会を通じ、統計によ
り場所等のハイリスク箇所などにつき、歩行環境などへ
の関心を持つように指導した。
　こうして、統計やデータの見方や説明を行う過程で、
データや統計に最も縁遠かった「高齢者」が、データに
関心を寄せるようになった。これに伴い地域のSC活動
への関心も高まっていったという。
　このようにSCの地域への安全教育には関係者の涙ぐ
ましい努力が必要があった。

【自己原因責任の『思考特質』の問題点】
①　安全教育の限界
②　被害者に過大の負荷
　こうした特質は交通事故、犯罪被害等事件事故の被害
者の思考パターンと類似している。特に、犯罪被害の
場合にこの傾向は顕著で、例えば、オレオレ詐欺の被害
者が、『被害に遭ったのは自分が注意しなかったせいだ』
との自責の念にかられ、家族や親戚もこれを責め自殺や
事件被害をきっかけとして『うつ』になる事案（第2次
災害）も発生している。

　 コラム
　韓国の昔話に牛泥棒の話がある。泥棒が捕まった
際の言い訳として、『この牛が、待遇の悪い牧場から
出してくれと哀願したのでいやいやながら外へ出して
やったもので、牛を盗むつもりはなかった』と。
　中国を含め多くの国では、結果の責任の所在を他者
に求める傾向が強いようだ（他者原因責任の『思考的
文化特質』）。
　自宅前の路上から自転車を盗んでも、路上に放置さ
れたものだから取っても悪くない。さらに空港、駅等
公共空間では、足元に置いた荷物を盗む行為（置き引
き）も、管理していない持ち主の方が悪いと。
　近年、日本でも『他者原因責任の思考回路』の文化
変容が起きており、各所でトラブルが発生している。
ネット社会がこの傾向を一層悪化させている。

3－2－3　データと記録化
　認証指標５は、「傷害が発生する頻度と原因を継続的
に記録する仕組みを持っていること」を、同指標６は、

「予防活動の取り組みのプロセス、効果を評価・測定す
る仕組みを持っていること」をそれぞれ要求している。
経験則ではなく社会現象の「科学的管理」である。これ
には、各種データ解析や疫学的知見が必要となるが、日
本ではまだこの考え方が浸透していないようだ。例え
ば、検証には、正式には、統計学上の「検定」が必要と
なるが、SC行政関係者にその専門家が不足している。
　安全対策の「記録」と「検証」は、人が変わっても、
そのコミュニティがどのような道筋で安全の向上を図っ
てきたかの証人である。台湾のSC視察で、台湾では特
に、記録を重視しているとの説明を聞いたが、改めて、
その言葉の重みに気付く。
� （続く）
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世界遺産「軍艦島」の観光と安全・安心対策

後　藤　厳　寛１）、後　藤　惠之輔２）

１）大阪大学グローバル イニシアティブ・センター
２）長崎大学名誉教授　 　　　　　　　　　　　　

Sightseeing of Gunkanjima Island, World Heritage, and its Safety Measures for Tourists
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抄録
　長崎港外の端島（通称・軍艦島）は、ユネスコ世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産のひとつであ
る。本論は、この軍艦島の観光の現状と今後を踏まえて、平常時と非常時（地震・津波発生など）の安心対策を論じ、
とくに非常時の防災への備えを提言した。
　軍艦島の上陸観光は、2009年4月の解禁以来これまで順調な伸びを示しており、世界遺産に登録されてからますま
す増加の一途をたどって、今後もその数を伸ばすものと予想される。観光客の安全対策として、発航・運航・上陸の
ための着桟、それぞれの可否判断基準が、波高・風速・視程について定められており、防火・防水訓練および非常操
作訓練等の安全訓練も行われている。
　軍艦島に影響を与える起震断層は橘湾の海底活断層群で、マグニチュード7.2程度の大地震が発生する可能性があ
る。軍艦島には、この揺れとともに波高0.5ｍ程度の津波が襲うと推定され、揺れに伴う建物・護岸への影響以外に
も、津波の影響、およびパニック恐怖がもたらされる。
　軍艦島の上陸観光および周回クルージングについては、これら地震・津波の影響を考慮に入れて、軍艦島と海上の
双方における防災訓練を実施すること、上陸見学場所を現行の範囲に留めておくこと、上陸見学コースや広場の直近
に存在する旧仕上げ工場の耐震補強を行うこと、護岸には多くの亀裂が走っているため早急に修復すべきこと、等を
提言した。
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Abstract
　The Hashima Island, so-called Gunkajima, locating offshore the Nagasaki Harbor is one of the World Heritage 
“Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution.”　In this paper the authors discussed and proposed the safety 
measures for tourists in Gunkanjima on the basis of the present and the future in its sightseeing.
　The number of Gunkanjima tourists shows a favorable increase trend since the landing permission in April 
2009, and is expected considerable increase with the designation as one of the World Heritage.  For tourists’ safety 
some regulations are determined on wave height, wind speed and visibility for ship sailing, service and tourists’ 
landing on the island, besides safety training for fire prevention, waterproof and emergency operation of the ship 
being performed.
　The faults potentially affect Gunkanjima are active faults groups below the Tachibana Bay bottom, which might 
cause an earthquake of Magnitude 7.2 with a tsunami of 0.5m in wave height to yield the effect on aged buildings 
and sea walls of Gunkanjima and evoke tourists’ panic fears.　It follows that disaster prevention practices in the 
island and on the ship are proposed to be carried out including quake-proof reinforcement of an aged facility built 
by a tourists’ course and restoration work of sea walls with a lot of cracks.
Keywords：Gunkanjima, World Heritage, sightseeing, safety measures, tourists’ safety
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１．はじめに

　長崎港外の端島（以下、通称の「軍艦島」と記す）は、
ユネスコ世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産 九州・
山口と関連地域」の構成資産のひとつである。その文化
的価値は、わが国の近代化と社会経済の発展を支えてき
た炭鉱施設跡や護岸遺構、および日本初の高層鉄筋コン
クリートアパートを始めとする居住施設跡に見ることが
できる。
　軍艦島の上陸客は、2009年４月の上陸解禁以来、年々
増加の一途をたどっており、軍艦島で撮影したヒット映
画や廃墟ツアー人気の影響もあって2016年３月で累計75
万人を突破した。この上陸客を含めた軍艦島の観光客数
は、今後も増加すると予想されるが、乗船・上陸に際し
ての安全対策はどのようになされているのであろうか。
さらに、島の近くには海底活断層群が存在し、地震・津
波の発生も懸念される。
　本論は、一般的な観光ツアーとは異なる無人島や廃墟
への観光が孕む特有のリスクに対する問題の提起とす
べく、両特性を有する軍艦島観光の現状を把握したうえ
で、従来から行われてきた平常時の安全対策の実情と、
地震・津波発生の非常時の安心対策を論じるものである。
とくに後者に関しては、活断層と地震・津波の発生可能
性、その影響ならびにパニック恐怖について論じ、防災
訓練等の防災への備えを提言する。

２．軍艦島の概要

　軍艦島１）は、長崎港から約18㎞の野母半島（長崎半島）
沖合に位置し、東西方向160ｍ、南北方向480ｍ、周囲
1.2㎞、面積0.063㎢の人工島で、現在は廃墟の無人島と
して海上に屹立する。明治初中期に炭鉱開発がなされて
以降、炭鉱が盛んになるにつれて、多くの従業員とその
家族が生活する木造住宅、のちに高層の鉄筋コンクリー
ト造アパートが林立していった。島の人口は最多時の
1960年には5,267人を数え、人口密度は当時東京の約９
倍、世界一の人口過密ぶりであった。しかしその後、炭
鉱は1974年１月15日に閉山、同年４月20日に島民が全員
退去して以来、無人島となっている２）。
　軍艦島は、2014年10月に国史跡に指定され、2015年７
月には「明治日本の産業革命遺産」のひとつとして、ユ
ネスコ世界遺産に登録された。写真１は空撮した現在の
島の全景３）に、現在の上陸ツアー時の見学広場３箇所を
明示したものである。図１は閉山時の高層アパート群お
よび主な炭鉱施設などの配置と、前述の広場を示した。
なお、2016年現在の軍艦島の管理者は長崎市である。

３．軍艦島の観光

（１）観光客数の推移
　軍艦島の観光は、上陸観光と周回クルージングの形で
行われる。前者が主であるが、波高・風力など条件が満

たされない場合には上陸できず、後者のみとすることが
多い（条件は後述）。周回クルージングは以前より行わ
れているが、上陸観光は2009年４月22日に解禁された。
　図２はこの解禁から2016年３月までの７年間の観光客
数の推移を示すもので、これまで順調な伸びを示してお
り、世界遺産に登録されて以降ますます増加の一途をた
どっている。一方で、2015年７月には台風により上陸用
桟橋（ドルフィン桟橋：写真１・図１）と島との連絡橋
が被害を受けたため、例年は上陸者数が毎月１万人前後
～2.4万人の推移であるのに対して、当月は約2,700人と
大きく減少した。

（２）軍艦島観光の実状
　2016年現在、軍艦島観光は、軍艦島ツアー専用の船舶
を運航する会社に限定され、完全予約制で実施されてい
る。長崎港から４社、野母半島から１社の計５社体制で
運航されている。軍艦島観光の実態を2014年12月に実施
されたＡ社の上陸ツアーを例に挙げて説明する。Ａ社の
ツアー船は長崎港を母港として、96トン、旅客定員200
名で、旅行日程は下記の通りであった。
　①　長崎港にてツアー乗客の乗船
　②　�約40分後に軍艦島傍の上陸用桟橋（ドルフィン桟

橋）に到着
　③　�上陸用桟橋から連絡橋を渡って軍艦島に上陸（写

真２）
　④　�第１見学広場におけるガイド状況（写真３、この

時は元島民が説明）

図１　軍艦島の閉山時の施設配置と「上陸ツアー見学広場」

写真１　�軍艦島の全景（提供：長崎県世界遺産登録推進課）
に一部加筆
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　⑤　�第２、第３見学広場での見学後、上陸用桟橋から
再び乗船（写真４）

　⑥　島を周回クルージング
　⑦　長崎港へ帰港、下船
　とくに上記③、⑤における上陸観光客の船の乗降時に
は、船運航会社乗員は安全管理に細心の注意を要すると
いう。

（３）今後の観光動向
　軍艦島の今後の観光動向について、全国規模で旅行業
を展開する事業者に対面式で一問一答式の聞き取り調査
を行った。事業者によれば軍艦島観光の現状は、島で撮
影したヒット映画や廃墟ツアー人気の影響に加え、世界
遺産になったこともあり、とくに週末予約が取れないほ
ど人気があるという。
　軍艦島を上陸観光した観光客に対するインタビュー調
査では、「島全体の大きさが予想以上」「他ではできない
体験」「予想以上の本物感」など高く評価するものが多
い。これらの評価は、軍艦島へ繰り返し訪れる「リピー
ター観光客」を生むことに加え、新たな観光客の獲得に
繋がる可能性があり、今後も観光客数の増加が予想され
る。

４．景観の保全と平常時の安全対策

　軍艦島には図１に示す、わが国最古の高層鉄筋コンク
リートアパートと言われる30号棟（1916年建設）がある
が、この建物はかなり劣化が進んでおり倒壊の危機にあ
る。旧端島小中学校建物も、その下に開いた大穴の存在
により倒壊の危機にあるとされ、もしそれらが倒壊する
と島の景観が大きく損なわれることになる。世界遺産と
しての観光価値や景観保全のためだけではなく、観光客
や観光従事者にとっても早急に何らかの対応措置を講じ

図２　観光客の推移

写真５　護岸の亀裂状況 （その一例、護岸天端にて撮影）

写真３　上陸ガイドツアー （手前の男性がガイド）

写真４　見学後の乗船

写真２　軍艦島への上陸
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る必要がある。

１）船舶運航の安全性と運航基準
　軍艦島への上陸・周回観光を行うクルージング船につ
いては、船舶自体および操船の安全性と、運航時（島上
陸中を含む）および緊急時の安全対策とが求められる。
以下に述べる安全性・安全対策は、ツアー運行会社のひ
とつで長崎港を母港とするＢ社に対面式で聞き取ってま
とめたものである。Ｂ社は19トン（旅客定員45名）の小
型船と、49トン（同140名）の中型船を持つ。
　船舶自体の安全性チェックは、通常の船舶と同じであ
る。操船の安全性は「トライアル」と呼ばれる試験で
チェックされ、運航会社が運輸局の許可を得たうえで、
長崎市の委嘱を受けた専門家によって確認される。
　クルージングの安全を図るため、長崎港内、運航時、
および上陸時において国の法律に則った「発航基準」「運
航基準」「着桟の可否判断基準」と呼ばれる基準が設定
されている。なお、波高、風力、視程の各基準値は表１
のとおりである。数値がこれ以上の場合は運行禁止とな
る。
　軍艦島クルーズにおける発航基準は長崎港内、運航基
準は伊王島傍（長崎港と軍艦島の中間）、着桟の可否判
断基準は上陸桟橋（ドルフィン桟橋、写真１・図１）に
おいて、それぞれ適用される。

３）安全訓練
　安全訓練には、防火訓練、防水訓練および非常操作訓
練の３つがある。防火訓練は船内出火を想定してのこと
だが、防水訓練は、船が座礁して船体に孔が開き、そこ
から船内に浸水した事故を想定してのものである。非常
操作訓練では、操舵に関与する油圧ポンプが故障した場
合を想定して行う。いずれの訓練も運輸局により義務付
けられている。

５．活断層と地震・津波

　軍艦島に対する自然の猛威は無論、台風による大波や
大風、浸水だけではない。島の直下には活断層であるか
は不明ながらも数本の断層があるとされ、近郊の橘湾に
は多くの海底活断層群４～７）が存在することも確認されて
いるとおり、地震・津波の脅威も存在する。

１）活断層と地震・津波の発生可能性
　軍艦島に影響を与える起震断層としてもっとも危惧さ
れるのは、軍艦島の東方、野母半島を隔てて橘湾に存在
する海底活断層群である。これら活断層群の中には、前
回の活動（最新活動）から、その活動間隔と同じ程度の
年数が経過している活断層があり、これらの活断層が動
くと、マグニチュード7.2程度の地震が発生する可能性
があるとされる。その場合、軍艦島への影響は不可避で
ある。
　マグニチュード7.2の地震であれば、高さ1.0m程度の
津波が発生し、軍艦島にもその津波が打ち寄せるであろ
う。ただし、津波が発生する橘湾と軍艦島との間には野
母半島があり、津波は野母半島を回り込むことになるの
で、津波の波高は低くなり0.5m程度と推定される。

２）地震・津波の影響
　地震による揺れが起きると、軍艦島には、①建物への
影響、②護岸への影響、③津波の影響、そして、④パ
ニック恐怖がもたらされる。
２－１）建物への影響
　島内の建物は古く、耐震設計がなされていないため、
それほど大きな揺れでなくても大半は崩れるだろう。崩
れないようにするには相当の耐震補強が必要であるが、
耐震補強には莫大な費用を伴うし、そもそも建物自体が
古過ぎて耐震補強できない可能性もある。

２－２）護岸への影響
　地震の揺れで直ぐに護岸が大きく損傷することは考え
にくいが、護岸の各所には亀裂状況の一例を写真５に
示すように、現時点で既に複数の亀裂が護岸天端などに
入っており細心の注意が必要である。

２－３）津波・大波の影響
　護岸は概ね５～10mの高さがあるため、津波や大波に

表１　発航・運航・着桟可否の判断基準
発航基準

（長崎港内）
運航基準

（伊王島北橋）
着桟可否判断基準

（ドルフィン桟橋）
波高（m） 1 2（1） 0.5
風力（m/s） 15（10） 15 5
視程（m） 500（300） ─ 500
註：�大型船を対象（括弧内は小型船）。表示数値以上のとき運航

停止

２）着桟時および離桟時と上陸中の安全性
　船がドルフィン桟橋に横付けして、上陸客がタラップ
で桟橋に下りる際、および上陸観光を終え桟橋に横付け
中の船に乗る際にも（写真４）、乗員は安全の確保に努
めなければならない。船のタラップでは15 cm程度の波
の振幅でも危険が生じやすいという。
　軍艦島に上陸中は、ガイドとは別に安全誘導係（上陸
客20名につき１人）を付けることになっている。ただし
上陸客が100名を超える場合には、安全誘導係は６人で
よいとされている。また、安全誘導係は全員が救急救命
士の資格を有し、島に備え付けのAED（自動体外式除
細動器）と船内装備の救急救命具を使って応急手当てを
することが可能である。着桟時および離桟時と上陸中の
いずれにおいても常に、乗員・ガイド・安全誘導係と船
長は、個人用無線連絡機で相互に連絡を取り合い、客の
安全確保に努めている。
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よる島内部への影響は小さいと考えてよいだろう。問
題は船から島へ、あるいは島から船へ移動しようとする
際にちょうど津波や大波がくれば、既述のように船のタ
ラップでは平常時に15cm程度の波でさえ危険が生じや
すいため、上述した約0.5mの津波には警戒する必要があ
る。

２－４）パニック恐怖
　地震発生時、もっとも危惧されるのは上陸観光客・乗
客・ガイド・乗員等のパニック恐怖である。地震時には
陸上であってもパニックの発生が心配されることに加え
て、軍艦島は周囲が海で、さらに島内も崩壊崩落の危険
性がある廃墟であるといった特殊な条件を考慮すると、
たとえ地震による揺れが小さくても「逃げ場がない」「ど
こにも避難できない」との心理から、上陸観光客・ガイ
ドにパニックが発生する可能性が一般条件下よりも高い
ことが予想される。上陸せずに船上から軍艦島を見物す
る周回クルージングにおいても、上陸観光客ほどではな
いにせよ乗客・乗員のパニックは相当に予想され得る。

６．地震時の安心対策

　上述したような地震・津波の影響を考えて、軍艦島の
上陸観光および周回クルージングを安全かつ安心して運
営・運航するために、次のような地震および津波への備
えを提言する。

１）防災訓練と上陸見学場所の限定
　長崎市では、いつ発生するかも知れない地震・津波に
対して、軍艦島においても島内と海上の双方において

「防災訓練」を実施すべきである。
　建物の耐震補強には莫大な費用が掛かり、その実現は
難しいため、地震発生に備えて、上陸観光客が廃墟で
ある街中に入らないように、上陸見学場所をこれ以上は
拡大すべきでなく、現行の範囲に留めておくべきと考え
る。

２）旧仕上げ工場の耐震補強
　旧仕上げ工場は、現行の上陸見学コースの最も奥に位
置する見学広場近傍に存在（図１・写真６）し避難誘導
の難しさからも、上陸観光客の安全確保のために耐震補
強を早急に実施すべきである。その際、軍艦島が世界遺
産であることを考え「顕著な普遍的価値」が損なわれな
いように、この建物への補強が表面に見えぬよう留意す
べきである。

３）護岸の亀裂の修復を
　島の護岸には写真５に一例を示すような多数の亀裂が
走っており、崩壊崩落の危険性がある。軍艦島としての
景観を保存するうえでも、地震発生時の津波対策のみな
らず、台風や大波の襲来に備えた護岸亀裂の改修が急務

である。

７．まとめ

　「軍艦島」は、炭鉱人工島として日本の近代化に貢献
した歴史に対する再評価から2015年にユネスコ世界遺産
に登録されたことと、一時は世界一の人口密度を誇るほ
ど繁栄しながらも現在は廃墟の無人島である相反した史
実的な魅力から、観光客が年々増加しており、今後も更
に増え続けることが予想されている。
本論は一方で、軍艦島観光において、その廃墟であるこ
と自体が内在するリスクや無人島というリスクなど、他
の一般的な観光地とは異なった特殊性を考慮する必要が
あると考え、安全対策の現状と課題をまとめ、今後この
ような特殊リスクの評価や対策を考案するうえで役立つ
よう提言としたものである。
　軍艦島の上陸観光や周回クルージングが今後ますます
発展し、より快適で安全なものになるよう、本論がその
一助となれば幸いである。
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ロゴシンボルマーク選定について

　以下の経緯で本学会のロゴシンボルマークを作成いたしました。

2016年10月２日理事会
　学会のロゴシンボルマークの選定を進めることとなりました。
2016年10月３日～12日
　宇部市三星社に候補となる10作品を作成して頂きました。
2016年12月10日理事会
　ロゴシンボルマーク選定委員会設置（辻龍雄委員長、衞藤隆委員、後藤健介委員）
2016年12月26日～2017年1月25日
　役員18名により10作品の中から１作品を選んで頂きました。その結果８名の方が下記の作品を選ばれましたので、
この作品を本学会のロゴシンボルマークに決定いたしました。その他３名支持３作品、１名支持１作品の状況でし
た。

＜制作意図＞
　モチーフのハートを擬人化するとともに、下に向くハサミにもデフォルメしました。頭の青丸は、行政・市民・企
業など幅広い分野の人達の参画による協働の学会を、右のオレンジラインとで左を向く支援側、左の黒ラインで右に
向かいあう市民を表します。暴力等を連想させる黒色のハサミの先と、手を広げ包み込むハートで「事故、暴力及び
自殺等を予防する」本学会のコンセプトをシンボライズしました。
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平成28年度日本セーフティプロモーション学会理事会報告

第２回理事会
日　時：平成28年10月１日（土）　13：00～
場　所：京都学園大学太秦キャンパスN405教室
出席者：衞藤隆理事長、反町吉秀副理事長、藤田大輔副理事長、石附　弘、稲坂　恵、木村みさか、辻　龍雄、
　　　　後藤健介

【委任】市川政雄、岡山寧子、倉持隆雄、西岡伸紀、水村容子、渡邉正樹
【欠席】塩澤成弘、新井山洋子、桝本妙子、横田昇平
議　題：１．第10回学術大会について
　　　　２．第10回総会について
　　　　３．細則修正について
　　　　４．�警察政策学会市民生活と地域の安全創造研究部会編『日本のSC・ISS（SP）～SCの自治体導入10周に寄

せて（記念集）』の執筆協力依頼について
　　　　５．会員の入退会状況
　　　　６．その他

第３回理事会
日　時：平成28年12月10日（土）　11：00～
場　所：京都学園大学太秦キャンパスN304教室
出席者：衞藤隆理事長、反町吉秀副理事長、藤田大輔副理事長、石附　弘、市川政雄、稲坂　恵、岡山寧子、
　　　　木村みさか、倉持隆雄、辻　龍雄、西岡伸紀、桝本妙子、後藤健介

【委任】塩澤成弘、新井山洋子、渡邉正樹
【欠席】水村容子、横田昇平
議　題：１．第10回学術大会について
　　　　２．第10回総会について
　　　　３．会則変更について
　　　　４．学会ロゴマークについて
　　　　５．会員の入退会状況
　　　　６．その他
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平成28年度日本セーフティプロモーション学会第10回総会議事録

日　時：平成28年12月10日（日）　12：45～13：15
場　所：京都学園大学太秦キャンパス
� 以下、敬称略・順不同

理事長挨拶

議長選出
　第10回学術大会長　木村みさか幹事を選出→全会一致で承認

議題１　報告事項
　平成28年度の事業について確認
　会則第5条一部削除についての報告

議題２　審議事項
　１．平成27年度事業報告および収支報告（衞藤）
　　１）第９回学術大会の開催
　　　　・反町吉秀会長
　　　　・平成27年12月12日（土）・13日（日）
　　　　・東京都千代田区（大妻女子大学）
　　２）学会誌の発行
　　　　・第８巻第１号（2015年10月１日）
　　３）後援事業
　　　　・日本安全教育学会第16回東京大会
　　　　　　日本安全教育学会第16回東京大会実行委員会（委員長　戸田芳雄）
　　　　　　平成27年10月24日（土）～25日（日））　東京女子体育大学
　　　　・厚木市制60周年記念事業・セーフコミュニティ再認証記念　市民安心・安全フェスタ2015 in あつぎ
　　　　　（第12回　日本市民安全学会　厚木大会）
　　　　　　神奈川県厚木市　（市長　小林常良）
　　　　　　平成27年11月14日（土）　厚木市文化会館
　　　　・第14回学校危機メンタルサポートセンターフォーラム
　　　　　　大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター（センター長　藤田大輔）
　　　　　　平成28年３月４日（金）　学校危機メンタルサポートセンター
　　４）ホームページによる情報提供
　　　　・学会ホームページ（http://plaza.umin.ac.jp/~safeprom/）による情報提供・発信
　５）その他
　　　　・会計報告（反町）
　　　　　　→平成27年4月1日から平成28年3月31日までの報告
　　　　・監査報告（桝本）
　　　　　　→適正であることを認める
　　　　・平成27年度事業報告、会計報告、監査報告を拍手にて承認

　２．平成29年度事業計画（案）および収支予算（案）（衞藤）
　　１）第11回学術大会の開催について
　　２）学会誌の発行
　　　　・第10巻第1号・第2号
　　３）収支予算計画について（反町）

　３．その他（衞藤）

閉会
� （文責：JssP事務局）
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日本セーフティプロモーション学会　会則

第１章　総則
（名称）
第１条	 本会は、日本セーフティプロモーション学会（Japanese Society of Safety Promotion）と称する。

（事務局）
第２条	 本会の事務局は、別途理事会の定めるところに置く。
　２　本会は、理事会の議決を経て，必要な地に支部を置くことができる。

第２章　目的及び事業
（目的）
第３条�	 本会は、事故、暴力及び自殺等を予防するセーフティプロモーションに関する学術研究・活動支援等を行い、

市民の安全・安心に寄与することを目的とする。

（事業）
第４条	 本会は、第３条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
（１） �	 セーフティプロモーション、セーフコミュニティ、外傷予防（injury prevention）に関する学術研究、調査

及び研究者と実践者の交流活動
（２）	 セーフティプロモーション、セーフコミュニティ、外傷予防（injury prevention）に関する普及、啓発活動
（３）	 セーフティプロモーション、セーフコミュニティ、外傷予防（injury prevention）に関する支援・協力活動
（４）	 国内外の関係機関、団体及び学会･研究会との交流、研修、連携活動
（５）	 セーフコミュニティ認証に向けた活動
（６）	 学会誌及びその他の刊行物の発行
（７）	 学術大会及び講演会等の開催
（８）	 その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第３章　会員
（種別）
第５条	 本会の会員は以下のとおりとし、個人正会員と団体正会員をもって正会員とする。
（１）	 個人正会員　本会の目的に賛同する個人
（２）	 団体正会員　本会の目的に賛同する団体
（３）	 学生会員　本会の目的に賛同する個人で、大学（大学院、短期大学含む）、専門学校などに在籍する者
（４）	 名誉会員　本会の目的達成のため顕著な功績があった者で、総会において推薦された者
（５）	 賛助会員　本会の趣旨に賛同し、本会の事業に賛助する個人及び団体
（６）	 特別会員　本会の活動に特別の知見を有する内外の有識者

（入会及び会費）
第６条�	 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出しなければならない。ただし、名誉会員に推薦された

者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
　２�　正会員が団体である場合は、入会と同時に、本会に対する代表者として、その権利を行使する者（以下「正会

員代表者」という。）を定めて本会に届け出なければならない。
　３�　会員は、細則の定めるところにより、会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員及び特別会員はこれ

を免除する。
　４　既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。
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（資格の喪失）
第７条	 会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
（１）	 退会したとき。
（２）	 死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
（３）	 除名されたとき。

（退会）
第８条	 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
　２　会費を２ヶ年以上滞納したときは、退会届の有無に関わらず、自動的に退会したものとみなす。

（除名）
第９条�	 会員が本会の名誉を著しく毀損し、または本会の目的に反する行為を行ったときは、理事会の決議により除

名することができる。

第４章　役員及び評議員
（役員）
第10条	 本会には、次の役員を置く。
（１）	 理 事 長　　１名
（２）	 副理事長　　２名
（３）	 理　　事　　15名以上25名以内（理事長１名、副理事長２名を含む）
（４）	 監　　事　　２名

（役員の選任）
第11条	 理事及び監事は正会員の中から別に定める規則による選挙を経て、総会の承認により選任する。
　２　理事長は別に定める規則により、理事を選任することができる。
　３　理事長、副理事長は、理事会において互選する。
　４　理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

（理事の職務）
第12条　理事は、次の各号に掲げる業務を行う。
（１）	 理事長は本会を代表し、会務を総理する。
（２） �	 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名

した順序によって、その職務を代行する。
（３）	 理事は、理事会を構成し、会則又は総会の議に基づき、本会を運営する。
（４）	 理事は、総務、財務、広報、国際交流等を所掌する。
　２　理事は、理事会において第４条に定める事項を審議表決する。

（監事の職務）
第13条	 監事は、次に掲げる業務を行う。
（１）	 本会の会計の監査をすること。
（２）	 理事の業務執行状況を監査すること。
（３）	 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会へ報告する。
　２　監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決には加わらない。

（役員の任期）
第14条	 役員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。
　２　補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
　３　役員の辞任又は任期の終了した場合に、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行う。
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（評議員）
第15条	 本会に評議員をおく。
　２　評議員の選任、職務、任期等については、別に定める規則によるものとする。

第５章　学術大会
（学術大会）
第16条	 本会は、学術大会を年１回以上開催する。
　２　学術大会長は、理事会で選出し、総会で報告する。

第６章　総会
（総会の種別）
第17条	 総会は、通常総会と臨時総会とする。　

（構成）
第18条	 総会は第６条の正会員をもって構成する。

（総会の議決事項）
第19条	 総会は、次の事項を議決する。
（１）	 会則の変更
（２）	 事業報告及び収支決算
（３）	 事業計画及び収支予算
（４）	 その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認められた事項

（総会の開催）
第20条	 通常総会は毎年１回開催する。
　２　臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に、開催する。
（１）	 理事会が必要と認めたとき。
（２）	 正会員の５分の１以上から、会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
（３）	 第１４条第１項第３号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（総会の招集）
第21条	 総会は、理事長が招集する。
　２�　理事長は前条第２項第２号又は第３号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から３０日以内

に臨時総会を招集しなければならない。
　３�　総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも１０日前

までに通知しなければならい。

（総会の議長）
第22条	 総会の議長は、その都度、総会に出席の正会員の互選で選任する。

（総会の議決数）
第23条	 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数をもって決する。

（総会の議事録）
第24条	 総会における議事の経過及びその結果は、議事録に記載しなければならない。

第７章　理事会
（理事会）
第25条	 理事会は、毎年２回以上理事長が招集する。
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（理事会の構成）
第26条	 理事会は、理事をもって構成する。

（理事会の議決事項）
第27条	 理事会はこの会則において別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
（１）	 事業の執行に関すること
（２）	 会員の入会及び退会に関すること
（３）	 財産の管理に関すること
（４）	 その他総会の議決を要しない会務に関する事項

（理事会の議長）
第28条�	 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故ある時は、あらかじめ理事長が指名した順序によっ

て副理事長がこれに当たる。

（理事会の定足数及び議決数）
第29条�	 理事会は、理事の３分の２以上の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。ただし、当該議

決につき書面をもってあらかじめ意思表示した者及び他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者と
みなす。

　２�　理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の
時は、議長の決するところによる

（理事会の議事録）
第30条	 理事会における議事の経過及びその結果は、議事録に記載しなければならない。

第８章　委員会
（委員会）
第31条	 本会は、会則第４条の事業を行うため、本会に委員会を置くことができる。
　２　委員会の設置、廃止及びその他必要な事項は、理事会で決定する。
　３　委員会の委員長、副委員長、委員は理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

第９章　資産及び会計
（資産の構成）
第32条	 本会の資産は、次のとおりとする。
（１）	 会費
（２）	 事業に伴う収入
（３）	 資産から生じる収入
（４）	 寄附金品
（５）	 その他の収入

（資産の管理）
第33条	 本会の資産は理事長が管理し、理事会の議決を経て確実な方法によって会長が保管する。

（資産の支出）
第34条	 資産の支出は、理事会の議決を経て総会が承認した予算に基づいて行う。

（事業年度）
第35条	 本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月31日までとする。
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第10章　解散
（解散）
第36条	 本会の解散は、理事現在数の4分の3以上及び正会員現在数の2分の1以上の議決を経なければならない。
　２�　本会の解散に伴う残余財産は、理事現在数の4分の3以上及び正会員現在数の2分の1以上の議決を経て、本会の

目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第11章　事務局
（事務局）
第37条	 事務局は、総務担当理事の指揮の下、次の会務を処理する。
（１）	 年次学会及び総会の開催に必要な事項
（２）	 会費の徴収及び経理事務
（３）	 予算案及び決算書の作成
（４）	 その他会の運営に必要な事項
　２　事務局の運営については別に定める。

（書類及び帳簿の備付等）
第38条�	 この学会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わ

る書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
（１）	 会則
（２）	 会員の名簿
（３）	 役員並びにその他の職員の名簿及び履歴書
（４）	 財産目録
（５）	 資産台帳及び負債台帳
（６）	 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
（７）	 理事会及び総会の議事に関する書類
（８）	 官公署往復書類
（９）	 収支予算書及び事業計画書
（10）	 収支計算書及び事業報告書
（11）	 その他必要な書類及び帳簿

第12章　補則
（細則）
第39条	 この会則の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附則
第１条	 本会則は、2007年９月24日より施行する。
　２　本会設立時には、第12条の規定は、暫定的に適用を除外する。
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セーフティプロモーション学会　細則

第一章　総則

第１条	 �セーフティプロモーション学会の機構、業務の運営、会務の分掌、職制等の会則施行に必要な事項は、他の
規則規程に定めるもののほかこの細則の定めるところによる。

第２条	 この細則の制定及び変更は、理事会の議決と総会の承認を経るものとする。

第二章　会費

第３条	 この学会の会費は年額下記のとおりとする。
　（1）	 個人正会員　 6,000円
　（2）	 団体正会員　30,000円
　（3）	 学生会員　　 3,000円
　（4）	 賛助会員　一口　20,000円（一口以上）
　２　名誉会員及び特別会員は会費を免除する。
　３　会員は会費を前年度内に納付しなければならない。

第三章　委員会

第４条	 この学会には、会務の円滑な執行のため次の分掌の委員会を置く。
　（1）	 総務委員会
　　　・会員の入退会、役員選挙等に関する事項
　　　・総会、理事会等に関する事項
　　　・細則の制定及び改廃の起案に閲する事項
　　　・事務局業務の委託等に関する事項
　　　・その他総務事務（企画調査含む）に関する事項
　（2）	 財務委員会
　　　・金銭の経理と保管に関する事項
　　　・会費の徴収に関する事項
　　　・予算及び決算に関する事項
　　　・財務の強化、寄附金の募集・受け入れに関する事項
　　　・会費と支部交付金の年額に関する事項
　　　・その他会計事務に関する事項
　（3）	 学術・国際交流委員会
　　　・学会が行う学術調査・研究に関する事項
　　　・内外の研究団体等との対応に関する事項
　　　・他の学協会等への推薦に閲する事項
　　　・刊行物に関する調査、発送及び残部の保管に関する事項
　　　・各国の関係学会等との連絡、情報交換及び交流事業に閲する事項
　　　・国際会議への参加、協賛、あるいは開催に関する事項
　　　・国際共同研究、人物交流等の国際的な研究及び交流に関する事項
　（4）	 編集委員会
　　　・学会誌の編集、刊行及び発送に閲する事項
　　　・学会誌に掲載する広告の募集に関する事項
　　　・学会ホームページの管理運営

52 日本セーフティプロモーション学会誌　Vol.10（1）　2017

セーフティプロモーション学会　細則



　（5）	 広報・ネットワーク委員会
　　　・学会活動の広報に閲する事項
　　　・学会ホームページの運営及び維持に関する事項
　　　・学術データベースの公開に関する事項
第５条	 委員会には、委員長を置くこととし、委員長は理事の中から理事会において選任する。
　２　委員会の委員は、理事長がこれを委嘱する。
　３　委員は、委員長の分掌の執行を補佐する。
第６条	 委員会の運営については、それぞれ別に定める。

附則

この細則は平成19年９月24日から施行する。
平成28年12月10日一部改正。
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学会役員
理 事 長	 衞藤　　隆	 東京大学	 名誉教授
副理事長	 藤田　大輔	 大阪教育大学	 教授
副理事長	 反町　吉秀	 自殺総合対策推進センター　地域連携推進室長
理　　事	 石附　　弘	 国際交通安全学会	 専務理事
理　　事	 市川　政雄	 筑波大学大学院	 教授
理　　事	 岡山　寧子	 同志社女子大学	 教授
理　　事	 倉持　隆雄	 厚木市危機管理部	 厚木市セーフコミュニティ総合指導員
理　　事	 塩澤　成弘	 立命館大学	 准教授
理　　事	 後藤　健介	 大阪教育大学	 准教授
理　　事	 辻　　龍雄	 つじ歯科クリニック	 院長
	 	 NPO法人山口女性サポートネットワーク　理事
理　　事	 新井山洋子	 セーフコミュニティとわだをすすめる会　会長
理　　事	 西岡　伸紀	 兵庫教育大学大学院	 教授
理　　事	 稲坂　　恵	 元横浜市栄区役所セーフコミュニティ事業担当
理　　事	 水村　容子	 東洋大学	 教授
理　　事	 横田　昇平	 藤谷医院	 院長
理　　事	 渡邊　正樹	 東京学芸大学	 教授
監　　事	 木村みさか	 京都学園大学	 教授
監　　事	 桝本　妙子	 同志社女子大学	 教授

各種委員会
総務委員会
委 員 長	 藤田　大輔（兼任）　
委　　員	 後藤　健介　　岡山　寧子　　桝本　妙子

財務委員会
委 員 長	 反町　吉秀（兼任）
委　　員	 横田　昇平

学術・国際交流委員会
委 員 長	 西岡　伸紀
委　　員	 市川　政雄　　木村みさか　　渡邊　正樹　　水村　容子

編集委員会
委 員 長	 辻　　龍雄
委　　員	 塩澤　成弘　　今井　博之

広報・ネットワーク委員会
委 員 長	 倉持　隆雄
委　　員	 石附　　弘　　新井山洋子　　稲坂　　恵
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日本セーフティプロモーション学会誌投稿規定
１．本誌への投稿原稿の筆頭執筆者は，本学会会員であることに限る。
２．原稿は未発表のものに限定し，他誌に発表された原稿（投稿中も含む）を本誌へ投稿することは認められない。
３．本誌に掲載された原稿の著作権は日本セーフティプロモーション学会に帰属する。
４．�本誌は原則として投稿原稿およびその他によって構成される。投稿原稿の種類とその内容は表のとおりとする。

なお１頁の字数は約2,500字である。

原稿の種類 内　　　容 刷上り頁数

論　　壇 セーフティプロモーションの理論の構築，提言，展望など ８頁以内

総　　説 セーフティプロモーションの研究に関する総括または解説 10頁以内

原　　著 セーフティプロモーションに関する独創的な研究論文 10頁以内

短　　報 セーフティプロモーションに関する独創的な研究の短報 ５頁以内

実践研究 セーフティプロモーションに関する実践的な研究論文 10頁以内

活動報告 セーフティプロモーションに関する実践等の報告 10頁以内

資　　料 セーフティプロモーションに関する有益な資料 ６頁以内

会員の声 学会活動や学会誌に対する学会員の意見など １頁以内

　　その他として，本誌には編集委員会が認めたものを掲載する。
５．掲載が決定した場合，６頁を超えた分については著者が掲載料を負担する。
６．�「論壇」，「総説」，「原著」，「短報」，「実践研究」，「活動報告」については，専門領域に応じて選ばれた２名によ

る査読の後，掲載の可否，掲載順位，種類の区分は，編集委員会で決定する。
７．「資料」，「会員の声」の掲載の可否は，編集委員会で決定する。
８．原稿は投稿規定にしたがって作成する。

執筆要領
１．投稿原稿は原則として日本語で作成する。ただし図表の説明は英文でもよい。
２．�原稿はMS-Wordで，日本語はMS明朝体，英語はTimes New Romanを用い，文字の大きさは12ポイント，Ａ４

用紙１枚に１行の文字数35，行数36，余白は標準とし，ページ番号をフッター中央につけて作成する。
３．�投稿原稿の構成は原則として以下のとおりとする。

項　目 内　　　容

表紙 １頁目に，標題，著者名，所属を和文，そして英文の順で記載。次に，代
表者氏名，連絡先（住所，電話およびFAX番号，E-mail），希望原稿種類，
別刷必要部数を記載する（なお別刷印刷費用は著者負担とする）。

抄録 和文の抄録（600字以内）と英文抄録（400words以内）
ただし英文抄録は「原著」と「短報」のみ必須とし，他の種類の原稿では
付けなくてもよい。

キーワード キーワードを５語以内で和文と英文で記載

本文
ただし論壇，総説，
資料，会員の声は
この形式にしたが
う必要はない。

Ⅰ　緒言（はじめに，まえがきなど）　研究の背景・目的
Ⅱ　方法　対象と方法　
Ⅲ　結果　
Ⅳ　考察
Ⅴ　結語（結論，おわりに，あとがきなど）
引用文献

図，表，写真 図，表，写真は，１頁に１枚とし，図１，図２などの通し番号をつけ，上
記本文とは別に添付する。ページ数の付与は不要。
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４．文章は新仮名づかい，ひら仮名使用とし，句読点（，。）や括弧は１字分とする。
５．数字は算用数字を用い，２桁以上の数字・英字は半角を用いる。
６．外来語は原則カタカナで表し，人名，地名など適当な日本語がない場合には原綴を用いる。
７．�図，表，写真は本文の欄外に挿入位置を指定すること。なお図，表，写真はそのまま掲載できるように鮮明なも

のを提出する。専門業者による図表等の製作が必要になった場合は，経費は著者負担とする。
８．文献番号は右上に，1）1,2）1－3）などの番号で示し，引用文献には本文中の引用順に記載する。
９．文献の記載方法は下記の通りとする。著者が３名を越える場合は，４名以降は「他，（et al.）」と表記する。
　①　定期刊行物の場合
　　　著者１，著者２．論文名．雑誌名．巻（号）：掲載頁始－終，発行年．
　　 【記載例】
　　　１）�衞藤 隆．Safety Promotionの概念とその地域展開．東京大学大学院教育学研究科紀要．46（1）：331－337，

2006．
　②　単行本の場合
　　　著者．表題．編著者．書名．発行所所在地，発行所，発行年，掲載頁始－終．
　　 【記載例】
　　　２） �Miller TR. Assessing the burden of injury. Tiwari G （Eds.）．Injury Prevention  and Control. London，

Taylor & Francis, 2000, 49－70．
　③　インターネットの場合
　　　著者．論文名．http:// ・・・・　Accessed 月日，年．
　　 【記載例】
　　　３） �Miller TR. European Association for Injury Prevention and Safety Promotion, Consumer safety action. 

http://www.eurosa.wwwVwContent/l2consumersafety.htm　Accessed　April 1, 2008.
10．�論文の内容が倫理的配慮を必要とする場合は，必ず「方法」の項にどのような配慮を行ったかを記載する。なお

人を対象とした生物医学的研究ではヘルシンキ宣言を遵守すること。

投稿手続き
１．�原稿は，E-mailに添付して編集委員会へ送信する。
　　投稿先・問い合わせ先：editor-jssp@mx81.tiki.ne.jp 
２．審査過程で修正が必要として返却された原稿は，編集委員会が指定した期日までに返却すること。
３．掲載が決定した場合，著者校正は１回とする。
４．採用された論文は学会誌上と学会ホームページ上で公開される。著作権譲渡承諾書を提出すること。
５．原稿受理日は編集委員会が審査の終了を確認した年月日をもってする。
６．投稿論文の締め切り等については，学会ホームページに随時掲載する。
� （2016年３月規定一部改正）　　

第10巻　第２号　原稿募集要項
　受付締切日　2017年６月１日
　発行予定日　2017年10月１日

第11巻　第１号　原稿募集要項
　受付締切日　2017年12月１日
　発行予定日　2018年４月１日

予　　告
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編集後記
　17編の査読論文を、第８巻から今号までの４誌にご投稿頂き、査読の後に11編を掲載いたしました。不採
択・査読後の取り下げは６編、採択率は64.7％でした。投稿者の内訳をみると、大学教官10名、大学院生等
３名、行政職２名、教職１名、NPO 関係者１名です。
　本学会誌には査読論文以外にも、編集委員会の判断で掲載できる「資料」、「会員の声」があります。セー
フティプロモーション、セーフコミュニティ活動に関連して、そうした原稿の種類でのご投稿もお待ちして
おります。どうか宜しくお願い致します。
� 辻　龍雄
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